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�

ホームページ  アドレス　　http://www.nikkoam.com/�

コールセンター  電話番号　0120－25－1404�
午前9時～午後5時　土、日、祝・休日は除きます。�
（半休日となる場合は午前9時～正午）�

基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。�

「日興アクティブバリュー」（マザーファンドを含みます。）は、主に株式
など値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動し
ます。したがって、元金を割り込むことがあります。�

◆この目論見書により行なう「日興アクティブバリュー」の募集については、委託会社は、証券取引法（現 金

融商品取引法）（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成19年1月25日に関東

財務局長に提出しており、平成19年1月26日にその効力が発生しております。また、同法第7条の規定

により有価証券届出書の訂正届出書を平成19年7月25日および11月30日に関東財務局長に提出して

おります。�
　�

◆当該有価証券届出書「第三部　ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書（請求目論見書）

については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、投資信託説明

書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。�

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。�

● 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など

登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。�

● 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。�

● 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。�



下記の事項は、この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込
みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項と
してお知らせするものです。�

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）
の内容を十分にお読みください。�

記�

■ 当ファンドのリスクについて�

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドのリスク」をご覧ください。�

・当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の
価格の下落や、株式の発行者の財務状況の悪化などの影響により、
基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家
の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。�

・当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、
「流動性リスク」および「信用リスク」などがあります。�



■ 当ファンドの手数料などについて�

≪お申込時、ご換金（解約）時にご負担いただく費用≫�

≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用≫�

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。�

＊売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであ
り、事前に料率、上限額などを表示することができません。�

当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを
保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。�

申込手数料�
（1口当たり）�

換金（解約）手数料�

信託財産留保額�

ありません。�

ありません。�

基準価額に対し3.15％（税抜3％）以内�
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。�

純資産総額に対し�
年率1.596％（税抜1.52％）�信託報酬�

純資産総額に対し�
年率0.0084％（税抜0.008％）以内�

監査費用�

・組入有価証券の売買委託手数料�
・借入金の利息�
・立替金の利息　など�

売買委託手数料など＊�
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基
本
情
報�

基　本　情　報�基　本　情　報�

ファンドの概要�

ファンドの名称�

商品分類�

ファンドの目的�

主な投資対象�

主な投資制限�

信託期間�

決算日�

収益分配�

信託報酬�

主なリスク�

※商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。�

日興アクティブバリュー�
（以下「ファンド」といいます。）�

追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）／自動けいぞく投資適用�

長期的な観点から、わが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））
の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。�

「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品
取引所上場株式を主要投資対象とします。�

・株式への実質投資割合には制限を設けません。�
・外貨建資産への投資は行ないません。�

・価格変動リスク�
・流動性リスク�
・信用リスク�

平成24年10月25日までとします（平成9年10月31日設定）。ただし、約款
の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。�

毎年10月25日（休業日の場合は翌営業日）�

毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘
案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわな
いこともあります。�

純資産総額に対し年率1.596%（税抜1.52%）�
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基　本　情　報�基　本　情　報�

申込方法�

取得申込み手続きの概要�

・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申
込みを行なうものとします。�
・収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金
受取りコース＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コース
は異なります。�
・＜分配金再投資コース＞をお選びの場合、お申込みの際に、販売会社
との間で「自動けいぞく（累積）投資契約」を結んでいただきます。なお、
販売会社によっては、別の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規
定する契約または規定が用いられることがあります。�
・金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
得ない事情があるときは、取得のお申込みの受付を中止すること、および
既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことがあります。�
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。�

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は
午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受
付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。�

取得申込受付日の基準価額とします。�
※基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い
合わせください。�

申込単位につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合
わせください。�

販売会社が定めるものとします。お申込手数料につきましては、販売会社
または委託会社の照会先にお問い合わせください。�
・販売会社におけるお申込手数料率は3.15％（税抜3％）が上限となって
おります。�

お申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料と当該手
数料に係る消費税等相当額を加算した額です。�

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。�

平成19年1月26日から平成20年1月25日とします。�
※平成20年1月26日以降のお申込期間については、あらたに有価証券届
出書を提出することによって更新されます。        

取扱時間�

申込価額�
（発行価格）�

申込単位�

申込手数料�

申込取扱場所�

申込金額�

申込期間�
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基　本　情　報�基　本　情　報�

途中換金�

取扱時間�

換金制限�

換金単位�

信託財産留保額�

換金手数料�

原則として、いつでも換金が可能です。�

原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は
午前11時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受
付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。�

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさない
ようにするため、大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう
場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。�

＜分配金再投資コース＞ 1口単位�
＜分配金受取りコース＞ 1口単位�
※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売
会社にお問い合わせください。�

ありません。�

ありません。�

換金手続きの概要�

�

�

解約請求受付日の基準価額とします。�

1口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約
価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し10％（内国法人は所得
税のみの7％））を差し引いた金額となります。�
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更に
なる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご参照ください。�

お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から
お支払いします。�

・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、
および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。�
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の
解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解
約請求を受け付けたものとして取り扱います。�

解約価額�

手取額�

支払開始日�

受付中止�

＜解約請求による換金＞�



日興アクティブバリュー�

基
本
情
報�

4

基　本　情　報�基　本　情　報�

 買取価額�

手取額�

受付中止�

＜買取請求による換金＞�

買取請求受付日の基準価額から、当該買取りを行なう販売会社に係る源
泉徴収税額に相当する金額を控除した価額となります。なお、一定の要件
の下では、買取請求受付日の基準価額となります。詳しくは、販売会社に
お問い合わせください。�
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更に
なる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご参照ください。�

1口当たりのお手取額は、当該買取価額となります。�

・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取
りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。�
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付当日の買取
請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合
には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請
求を受け付けたものとして取り扱います。   
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特 　    　 色�特 　    　 色�

・主として、「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券への投資を通じて、①ボトムアップ・アプ
ローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行ない、②ファンダメンタルズ分析の結果を
重視し、株価の割安性（バリュー）を多面的に分析し、割安な銘柄に投資を行ないます（ファミリー
ファンド方式＊）。�
・なお、株式などへ直接投資することもあります。�
＊後述の「ファミリーファンド方式について」をご参照ください。�

※最終組入銘柄は、各種のリスク分析を行なったうえで決定します。�
※組入銘柄の見直しは、市況環境などに応じ随時行ないます。�

＜ファンダメンタルズ分析＞�

企業訪問を中心としたボトムアップ・アプローチにより、個別企業のファン
ダメンタルズを分析�

＜バリュエーション分析＞�

＜ファンダメンタルズ＞�

＜ボトムアップ・アプローチ＞�

ファンダメンタルズ分析をベースに、個別企業ごとに株価水準を多面的
に分析し、ファンダメンタルズに対し割安である銘柄を選定�

ファンダメンタルズとは、利益水準、キャッシュフロー、資産価値などの企業の現在あるいは将
来における内在価値をいいます。�

ボトムアップ・アプローチとは、ファンドマネジャー、企業調査アナリストが直接企業訪問するなどし
て行なった調査に基づき、個別銘柄を分析する手法です。�

ポートフォリオの構築�

リスク分析�

ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断
される銘柄に投資します。�1

ファンドの特色�
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特 　    　 色�特 　    　 色�

・「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券および株価指数先物取引を含む実質的な株式組
入比率は100％を保つことを基本とします。�
・市況環境などの変化に基づいた実質株式組入比率の変更は原則として行ないません。�

長期的な観点から、わが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果
の獲得をめざして運用を行ないます。�

申込金� 投資�

損益�

収益分配金�
解 約 金 �
償 還 金 �

投資家�

（受益者）�

国内株式�

など�

投資�

損益�

日興アクティブ�

バリュー�

アクティブ�
バリュー�

マザーファンド�

〈マザーファンド〉�〈ベビーファンド〉�

ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主と
してマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。�

ファミリーファンド方式について�

※＜分配金再投資コース＞の場合、原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再
投資されます。�

実質的な株式組入比率は、原則として100％を維持します。�3

長期的な観点から、わが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））
の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。�2



特
　
　
色�

7

特 　    　 色�特 　    　 色�

・「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式に投資を
行ない、株価指数先物取引を含む実質的な株式組入比率は100％を保つことを基本とします。市況
環境などの変化に基づいた実質株式組入比率の変更は原則として行ないません。�
・株式への投資にあたっては、①ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行
ない、②ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性（バリュー）を多面的に分析し、割安な
銘柄を選定します。�
・最終組入銘柄は各種のリスク分析を行なったうえで決定します。�
・組入銘柄の見直しは、市況環境などに応じ随時行ないます。�
・株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、こ
の投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として、信託財産の総額の50％
以下とします。�
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきた
す水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があ
ります。�

投資方針�
投資方針�

投資対象�

※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。�

「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券ならびにわが国の金融商品取引所上場株式を主要投資
対象とします。�



日興アクティブバリュー�

＊TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ポス
ト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、
市場全体の動向を反映するものです。�
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引
所が有します。�

＜アクティブバリュー マザーファンド＞�

主な投資対象�

長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数）＊）の動きを
上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。�

投資方針� ・株価指数先物取引を含む実質的な株式組入比率は100％を保つことを基本と
します。市況環境などの変化に基づいた実質株式組入比率の変更は原則とし
て行ないません。�
・株式への投資にあたっては、①ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファン
ダメンタルズ分析を行ない、②ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の
割安性（バリュー）を多面的に分析し、割安な銘柄を選定します。�
・最終組入銘柄は各種のリスク分析を行なったうえで決定します。�
・組入銘柄の見直しは、市況環境などに応じ随時行ないます。�
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下と
します。�
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本
が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができない場合があります。�

主な投資制限� ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
は制限を設けません。�
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。�
・同一銘柄の株式への投資は､取得時において信託財産の純資産総額の10％
以下とします。�
・外貨建資産ヘの投資は行ないません。�

収益分配� 収益分配は行ないません。�

運用の基本方針�

信託報酬� ありません。�

委託会社� 日興アセットマネジメント株式会社�

申込手数料� ありません。�

ありません。�信託財産留保額�

信託期間� 無期限（平成13年10月26日設定）�

受託会社� 中央三井アセット信託銀行株式会社�

その他の費用など�組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。�
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。�

決算日� 毎年10月25日（休業日の場合は翌営業日）�

ファンドに係る費用�

その他�

基本方針�

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。�

投資対象とするマザーファンドの概要�

特
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運用体制�

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。�

マクロ＆ミクロ�
調査分析部門�

債券運用�
部門�

パッシブ�
運用部門�

トレーディング部門�

取締役会・エグゼクティブコミッティー など�

株式運用�
部門�

オルタナティブ�
運用部門�

外部委託�
運用部門�

運用企画�
部門�

チーフ インベストメント オフィサー（ＣＩＯ）�

運
用
方
針
の
策
定�

投資委員会�
（基本方針の策定）�

国内外の経済見通し、市況見通しおよ
び資産配分の基本方針を決定します。�

投資委員会の決定に基づき、個別資
産および資産配分戦略に係る具体的
な運用方針を策定します。�

運
用
の
実
行�

個別ファンドのガイドラインおよびそ
れぞれの運用方針に沿って、ポートフ
ォリオを構築・管理します。�

発注政策委員会の決定のもと、最良
執行のプロセスに則り売買を執行し
ます。�

各運用部門�
（運用方針の策定）�

トレーディング部門�
（売買執行）�

発注政策委員会�

各運用部門のファンドマネージャー�
（ポートフォリオの構築・管理）�

◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。�

・発注方針の決定�
・社会的信用力、情報提供力、執行
対応力において最適と判断し得
る発注業者の決定　　　　など�

運用分析会議�

・運用状況について運用パフォー
マンスの評価・分析などの審議�
・運用改善勧告　　 　　　  など�

内部監査関連部門�
（5名程度）�

・運用を含む社内業務に係る内部
管理態勢の妥当性の検証・評価�
・監査結果の取締役会への報告お
よび指摘事項是正の事後点検�

など　�

リスク管理関連部門�
（20名程度）�

・運用行為に関連する信用リスク、
事務リスクの管理およびモニタリ
ング業務�
・運用実績の評価・分析　　 など�

コンプライアンス関連部門�
（20名程度）�

・運用における法令諸規則などの
遵守状況の管理に関する業務�

など　�

運用リスク分科会�

・運用リスク管理態勢の取りまとめ�
・運用リスクの測定、モニタリング
および管理手法の構築　　など�

委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制�委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制�
「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託
業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。�

上記体制は平成19年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。�
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1）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割
合には制限を設けません。�

2）株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みま
す。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。�

3）同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10％以下とします。�

4）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の5％以下とします。�

5）外貨建資産への投資は行ないません。�

※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。�

約款に定める�
投資制限�

投資制限�

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。�
1）分配対象額の範囲�
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全
額とします。�

2）分配対象額についての分配方針�
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。�

3）留保益の運用方針�
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用
の基本方針に基づき運用を行ないます。�

＜分配金再投資コース＞�
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資さ
れます。�

＜分配金受取りコース＞�
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日
から起算して5営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社
において行なわれます。�

収益分配方針�

収益分配金の�
支払い�

分配方針�

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）�
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託
全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。�

法令による投資制限�
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ス
ク�

投  資  リ  ス  ク�投  資  リ  ス  ク�

・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に株式など値動きのある証券を投資対
象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。��
・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者
保護基金の支払いの対象とはなりません。��
・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファ
ンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。�

ファンドのリスク�

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。�

一般に株式の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。
ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、
重大な損失が生じるリスクがあります。�

価格変動リスク�

市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待され
る価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。�

流 動 性 リス ク�

一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。�

信 用 リ ス ク�
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投  資  リ  ス  ク�投  資  リ  ス  ク�

監督・是正指導など� 報告・提案など�

フィードバック�
是正指導など�

運 用 部 門 �

リスク監督委員会�

など�

評価・分析など�

モニタリング�
是正指導など�

事務リスク分科会�運用リスク分科会�

運用分析会議�

コンプライアンス分科会�

リスク管理業務担当部門�

リスク・パフォーマンスの評価と分析�
法令など遵守状況のモニタリングと�

リスクの管理�

■全体的リスク管理 �
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリス
ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状
況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリスク監督委員会、
およびその分科会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動
状況を報告しております。本委員会およびその分科会においては、各種リスク（運用リスク、事務
リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出
し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。�

■リスク・パフォーマンスの評価と分析 �
ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリン
グを行ないます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報
告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。�

■法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理 �
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結
果については運用リスク分科会などで報告し運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監
督を行ないます。�

上記体制は平成19年11月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。�

リスク管理体制�
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用
・
税
金�

費  用  ・  税  金�費  用  ・  税  金�

手数料等及び税金�

◆売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。��

＊ 内国法人につきましては7％の源泉徴収となります。�

※解約または償還により生じた損失については、個人受益者は申告を行なうことにより、株式等譲渡益との損益通算が可能となります。�
※買取請求に係る課税上の取扱いは、上記と異なります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご参照ください。�
※お申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。�
※売買委託手数料などには、消費税等相当額がかかります。�
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご参照ください。�

時　　期� 費用・税金� 内　　　容�

直 

接 

負 

担�

間 

接 
負 
担�

基準価額の3.15％（税抜3％）以内�

普通分配金に対し10％＊（うち地方税3％）�

ありません�

償還差益に対し10％＊（うち地方税3％）�

解約差益に対し10％＊（うち地方税3％）�

純資産総額に対し�
年率0.0084％（税抜0.008％）以内�

お申込手数料�
（1口当たり）�

所得税・地方税�

換金手数料�

ありません�信託財産留保額�

所得税・地方税�

所得税・地方税�

信託報酬�

監査費用�

売買委託手数料など�

お申込時�

収益分配時�

換金（解約）時�

償還時�

保有時�

純資産総額に対し�
年率1.596％（税抜1.52％）�

組入有価証券の売買に係る売買委託手数
料などのファンドを運用するための費用など�

受益者が、お申込みから換金（解約）までに直接、間接にご負担していただく主な費用・税金は�
以下の通りです。�
詳しくは、次頁以降の｢申込手数料｣から｢課税上の取扱い｣の各項目をご参照ください。�
下記の税率は、平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間に適用されるものです。�

13



日興アクティブバリュー�

費
用
・
税
金�

14

申込手数料�
販売会社が定めるものとします。お申込手数料につきましては、販売会社または委託会
社の照会先にお問い合わせください。��
・販売会社におけるお申込手数料率は3.15％（税抜3％）が上限となっております。�
・お申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の基準価額にお申込手数料率
を乗じて得た額とします。�
・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数について
は、お申込手数料はかかりません。�
・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせ
ください。�

換金（解約）手数料�
ありません。�

信託財産留保額�
ありません。�

信託報酬�
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年1.596％（税抜1.52％）の率を乗
じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。�

・信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当
該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託
財産から支払います。�

・信託報酬の配分は、以下の通りとします。�

※括弧内は税抜です。    

販売会社毎の�
純資産総額�

1.596％�
（1.52％）�

0.105％�
（0.10％）�

0.651％�
（0.62％）�

0.546％�
（0.52％）�

0.840％�
（0.80％）�

0.945％�
（0.90％）�

信託報酬率（年率）�

合計� 委託会社� 販売会社� 受託会社�

300億円以下の部分�

300億円超の部分�

費  用  ・  税  金�費  用  ・  税  金�
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費  用  ・  税  金�費  用  ・  税  金�

課税上の取扱い�

※確定申告を行ない、総合課税（配当控除の適用あり）を選択すること
もできます。�
※法人の場合、平成16年1月1日から平成21年3月31日までの間は7％（所
得税のみ）、平成21年4月1日以降は15％（所得税のみ）の源泉徴収
となります。�
※上場株式等に限られている特定口座の利用が平成16年10月より可
能となりました。なお販売会社によって対応時期などが異なる場合が
ありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。�

＜公募株式投資信託の税制＞�
個人受益者および内国法人である受益者に対する課税については、以下のような
取扱いとなります。�

＜個人受益者の場合＞�

解約損�
償還損�

譲渡損益�

解約金�
償還金�

収益分配金�

平成16年1月1日から�
平成21年3月31日まで� 平成21年4月1日以降�

解約損または償還損と株式等の譲渡益との損益通算可�

申告分離課税（株式等の譲渡損益との損益通算可）�

個別元本超過額に対し�
10％の源泉徴収※（申告不要）�

普通分配金に対し�
10％の源泉徴収※（申告不要）�

個別元本超過額に対し�
20％の源泉徴収※（申告不要）�

普通分配金に対し�
20％の源泉徴収※（申告不要）�

その他の手数料等�
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負
担とし、信託財産から支払います。��
◇監査費用�
信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、信託期間を通じて日々、信託財産の純
資産総額に対し年0.0084％（税抜0.008％）以内の率を乗じて得た金額が費用計上
されます。��
◇売買委託手数料など�
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料および先物・オプション取引に要する
費用など。�
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、借入金の利息および
立替金の利息。�

◆投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の
状況などに応じて異なりますので、表示することができません。�
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費  用  ・  税  金�費  用  ・  税  金�

�
〔平成16年1月1日から平成21年3月31日まで〕�
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の
個別元本超過額については、軽減税率が適用され、10％（所得税7％および地
方税3％）の税率による源泉徴収（申告不要）となります。なお、特別分配金は
課税されません。確定申告を行ない、総合課税（配当控除の適用あり）を選択す
ることもできます。�
解約時および償還時に損失が生じた時には、確定申告を行なうことで、株式等（上
場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）のほか、未上場の株式投資
信託を含みます。以下同じ。）の譲渡益との損益通算が可能となります。また、上
場株式等（公募株式投資信託、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）
を含みます。以下同じ。）に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となります。�
〔平成21年4月1日以降〕�
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の
個別元本超過額については、20％（所得税15％および地方税5％）の税率によ
る源泉徴収（申告不要）となります。なお、特別分配金は課税されません。確定
申告を行ない、総合課税（配当控除の適用あり）を選択することもできます。�
解約時および償還時に損失が生じた時には、確定申告を行なうことで、株式等
の譲渡益との損益通算が可能となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の
3年間の繰越控除の対象となります。�

〔平成16年1月1日から平成20年12月31日まで〕�
公募株式投資信託を譲渡（買取請求）した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみな
され、譲渡益に対し10％（所得税7％および地方税3％）の申告分離課税の対
象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
ください。�
譲渡損益は、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡損益との損益通算が可能
となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となり
ます。�
〔平成21年1月1日以降〕�
公募株式投資信託を譲渡（買取請求）した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみな
され、譲渡益に対し20％（所得税15％および地方税5％）の申告分離課税の対
象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
ください。�
譲渡損益は、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡損益との損益通算が可能
となります。また、上場株式等に係る譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となり
ます。�
�
�

個人受益者の場合�
収益分配金、解約金、
償還金の取扱い�

買取請求の取扱い�

�
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費  用  ・  税  金�費  用  ・  税  金�

�

�
〔平成16年1月1日から平成21年3月31日まで〕�
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の
個別元本超過額については、軽減税率が適用され、7％（所得税のみ）の税率
による源泉徴収となります。なお、特別分配金は課税されません。�
〔平成21年4月1日以降〕�
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の
個別元本超過額については、15％（所得税のみ）の税率による源泉徴収となり
ます。なお、特別分配金は課税されません。�
なお、源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があ
ります。�

益金不算入制度が適用される場合があります。�
�

・各受益者の買付時の基準価額（お申込手数料および当該手数料に係る消費
税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。�

・受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申
込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファ
ンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会
社にお問い合わせください。�

・償還金・解約金を受け取る場合、1口当たりの課税前の受取金額（解約金につ
いては、信託財産留保額がある場合は、信託財産留保額を差し引いた額）が前
記の1口当たりの個別元本を上回る金額をいいます。�

・この個別元本超過額が所得税および地方税の課税の対象となります。�

・収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分
配金」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。�

・受益者が収益分配金を受け取る際�
1）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額
かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なります。�

2）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回
っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特
別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配
金となります。�

3）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。�

法人受益者の場合�
収益分配金、解約金、
償還金の取扱い�

　益金不算入制度�
　の適用�

普通分配金と�
特別分配金�

個別元本�

個別元本超過額�

※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。�
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フ ァ ン ド 情 報�フ ァ ン ド 情 報�

ファンドの性格�

長期的な観点から、わが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを
上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。�

追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）�
※「国内株式型（一般型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法にお
いて、「約款上の株式組入限度70％以上のファンドで、主として国内株式に投
資するもの」として分類されるファンドをいいます。�

・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。�
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。�
�

ファンドの目的�

ファンドの基本的性格�

信託金限度額�

ファンドの仕組み�

ファンドの性格�

フ
ァ
ン
ド
情
報�

受託会社�委託会社�

日興アセットマネジメント株式会社�
●信託財産の運用指図�
●目論見書および運用報告書の作成 など�

ファンド�

日興アクティブバリュー�

マザーファンド�

アクティブバリュー マザーファンド�

販売会社�

投資家（受益者）�

●募集の取扱いおよび販売�
●解約金、収益分配金および償還金の取扱い�
●目論見書および運用報告書の交付 など�

※2�
証券投資�
信託契約�

※1�
募集の取扱い�
などに関する契約�

中央三井アセット信託銀行株式会社�
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信 
託銀行株式会社）�

●信託財産の管理・保管�
●信託財産の計算 など�

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配
金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。�

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報
酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。�
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フ ァ ン ド 情 報�フ ァ ン ド 情 報�

1）名称�
日興アセットマネジメント株式会社�

2）代表者の役職氏名�
取締役社長　ビリー･ウェード･ワイルダー�

3）本店の所在の場所�
東京都港区赤坂九丁目７番１号�

4）資本金�
16,287百万円�

5）会社の沿革�
昭和34年：日興證券投資信託委託株式会社として設立�
昭和35年：「証券投資信託法」（当時）に基づく免許を受けて営業を開始�
昭和60年：投資顧問業開始�
平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株

式会社」に社名変更�
6）大株主の状況�

委託会社の概況�
（平成19年10月末日現在） 

株式会社�
日興コーディアルグループ�東京都中央区日本橋兜町6番5号� 112,842,500株�61.31％�

NAMホールディングス�
株式会社� 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号�69,170,000株�37.58％�

所有株数� 所有比率�名　　称� 住　　所�
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フ ァ ン ド 情 報�フ ァ ン ド 情 報�

管理及び運営の概要�

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有
価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金
額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ファ
ンドは便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。�

信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に
従って時価評価します。�
＜主な資産の評価方法＞�
◇マザーファンド受益証券�
基準価額計算日の基準価額で評価します。�
◇国内上場株式�
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場
（ジャスダック証券取引所については、同所が発表する基準値段）で評価します。�

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。�
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせく
ださい。�

該当事項はありません。�

毎年10月26日から翌年10月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業
日のときはその翌営業日を計算期間の末日とします。�

資産の評価�
　基準価額の算出�

基準価額の�
算出頻度と照会先�

有価証券などの�
評価基準�

保管�

資産管理等の概要�

＜基準価額算出の流れ＞�

（ａ）－（ｂ）�

（ｂ）負債総額�

純資産総額� 基準価額�

（ａ）信託財産�
の総額�

（ａ）信託財産の総額＝ファンドに組み
入れられている株式や公社債など全て
を時価などにより評価したもの�

純資産総額＝（ａ）信託財産の総額から
（ｂ）負債総額（ファンドの運用に必要な
費用などのコスト）を控除したもの�

基準価額＝純資産総額を計算日
の受益権総口数で割った金額�

�

計算期間�
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フ ァ ン ド 情 報�フ ァ ン ド 情 報�

1）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解
約し繰上償還させることができます。�
①受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合�
②繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき�
③やむを得ない事情が発生したとき�

2）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益
者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受
益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。�

3）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社
が定めます。以下同じ。）に異議を述べることができます。 �

4）委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「異議の申立て」の規定は適用
せず、信託契約を解約し繰上償還させます。 �
①信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一
定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合�
②監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき�
③委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業
務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を
他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が
成立の場合を除きます。）�

④受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその
任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任
できないとき�

5）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出
ます。�

1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情
が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができ
ます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督
官庁に届け出ます。�

2）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨お
よびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告
は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、
原則として公告を行ないません。�

3）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べる
ことができます。�

4）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとすると
きは、後記「異議の申立て」の規定を適用します。�

信託の終了�
（繰上償還）�

信託約款の変更�

信託の終了他�
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1）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に
委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の
期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一
を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。�

2）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨お
よびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告
は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、
原則として公告を行ないません。�

3）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数
の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べ
た受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い
取るべき旨を請求できます。�

＜繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ＞�

・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還
日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者
に支払います。�
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。�

委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内
容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届
出を受けた住所に販売会社よりお届けします。�

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とし
ます。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の
意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。�

償還金について�

運用報告書の作成�

書
面
の
交
付�

新
聞
公
告� 異議申立受付期間�

（1ヵ月以上）�

異
議
申
立
期
間
終
了�

異議申
立者が

1/2以
下�

（受益
権口数

ベース
）�

異議申立者が1/2超�
（受益権口数ベース）�

監
督
官
庁
へ
届
出�

買
取
請
求
受
付
開
始�

　
　
書
面
の
交
付�

　
　
新
聞
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告�

不
成
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買
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受
付
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繰
上
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還
の
実
施�

約
款
変
更
の
実
施�

異議の申立て�

関係法人との契約
について�

受益者の権利等�

受益者の有する主な権利は次の通りです。�

・収益分配金・償還金受領権�
・解約請求権�
・帳簿閲覧権�
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内国投資信託受益�
証券事務の概要�

その他の情報�

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益
証券への変更の請求を行なわないものとします。�

該当事項はありません。�

①譲渡制限はありません。�
②受益権の譲渡�
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする
受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をする
ものとします。�
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替
口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振
替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。�
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振
替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない
事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。�

③受益権の譲渡の対抗要件�
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受
託会社に対抗することができません。�

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益
証券の再発行の請求を行なわないものとします。�

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律
が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現
在の受益権を均等に再分割できるものとします。�

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分
配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の
規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。�

受益者に対する特典�

譲渡制限の内容�

受益権の再分割�

受益証券の再発行�

質権口記載または
記録の受益権の取
扱いについて�

名義書換�
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・追加型証券投資信託受益権です。�
・格付は取得しておりません。�
※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等
の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関す
る法律」を含め「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録される
ことにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振
替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名
式の形態はありません。�

5兆円を上限とします。�

・取得申込者は、お申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとし
ます。�
・お申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社に
よって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指
定するファンド口座に払い込まれます。�

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。�

該当事項はありません。�
�
�
�
�
有価証券届出書「第三部  ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の
記載項目は以下の通りです。�

第1　【ファンドの沿革】�
第2　【手続等】�

1　【申込（販売）手続等】�
2　【換金（解約）手続等】�

第3　【管理及び運営】�
1　【資産管理等の概要】�
（1）【資産の評価】�
（2）【保管】�
（3）【信託期間】�
（4）【計算期間】�
（5）【その他】�

2　【受益者の権利等】�
第4　【ファンドの経理状況】�

1　【財務諸表】�
（1）【貸借対照表】�
（2）【損益及び剰余金計算書】�
（3）【注記表】�
（4）【附属明細表】�

2　【ファンドの現況】�
【純資産額計算書】�

第5　【設定及び解約の実績】�

内国投資信託�
受益証券の形態等�

発行価額の総額�
（設定総額）�

払込期日および�
払込取扱場所�

振替機関に関する
事項�

ファンドの詳細情報
の項目�

有価証券届出書（有価
証券届出書の訂正届
出書を含みます。）の写
しを縦覧に供する場所�

その他�
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用語集�※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。�

あ�

か�

運用報告書�
期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを、受益者
に説明する報告書のことをいいます。委託会社が作成し、販売会社からお届けします。�

格　付�
格付の対象となる債券に対して、約束通りに途中の利息および満期（償還）時の元
金が支払われる確実性（信用度）を、利害関係のない第三者（格付機関）が判断（評
価）し、投資家に提供する情報のことです。�

基準価額�
純資産総額を、受益権総口数で割った金額をいいます。一口当たり、いくらの価値が
あるかをあらわしています。�

個別元本�
投資信託の課税上の元本に相当する金額。各受益者毎の購入時の取得価額が個
別元本となります。同一銘柄を複数回購入した場合は、加重平均された価額となります。�

繰上償還�

信託期間が設定されている、あるいは無期限の投資信託でも、受益権の口数が信託約
款に定められた一定の口数を下回るなど運用を続けることが困難である場合、ファンド
の運用を終了することが受益者のため有利であると委託会社が認めるとき、またはやむ
を得ない事情が発生したときに、信託期間を繰り上げて運用を終了させることをいいます。�

解約請求�
ファンドの換金方法の一つです。受益者が販売会社を通じて運用会社に信託財産
の一部の解約を請求する方法です。解約価額で行なわれます。�

解約価額�
ファンドの解約時の価額で､基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額のことを
いいます。�

個別元本方式� 税金の計算を各受益者毎の取得元本（個別元本）をもとに行なう方式のことをいいます。�

収益分配�
ファンドの決算期に、運用の結果あげられた収益などを保有口数に応じて受益者に分
配することをいいます。�

受益者� ファンドを購入した「投資家」のことをいいます。�

委託会社� 運用会社のことをいいます。�

自動けいぞく投資�
販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再
投資することをいいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場
合があります。�

さ�

純資産総額�
信託財産の資産を時価で評価した金額（信託財産の総額）から負債総額を控除した
ものをいいます。�

信託財産の総額� 信託財産の資産を時価で評価した金額をいいます。�

償　還 � ファンドの運用終了とともに、受益者に金銭を返還することをいいます。�

信託期間� ファンドの運用が終了するまでの期間のことをいいます。�

信託財産�
多くの投資家（受益者）から集められたお金で、ファンドが運用している資産のことをい
います。�
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さ�

た�

は�

ま�

や�

ら�

信託報酬�
ファンドの運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の
中から受け取る報酬のことをいいます。原則として日 フ々ァンドから差し引かれます。�

デュレーション�
金利がある一定の割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す指標
です。即ちこの値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。�

投資信託�
多くの投資家から集めた資金を運用会社が運用する金融商品のことをいいます。投
資信託は、値動きのある有価証券（外貨建証券には為替変動リスクもあります。）など
に投資するので元金が保証されているものではありません。�

信託財産留保額�
投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れ
る金額のことをいいます。�

約　款�
正式には「信託約款」といいます。法律で定められている記載事項に従い、ファンドの
具体的な運営や管理などの詳細について基本的な仕組みを規定したものです。委託
会社と受託会社はこの信託約款に基づいて信託契約を締結しています。�

目論見書�

ファンドの内容、信託約款の内容、運用方法など、ご購入を検討する際に必要な情報
が記載されています。取得のお申込みを行なう場合には、目論見書をあらかじめまたは同
時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ、内容をご確認願います。�
目論見書には、投資家に必ず交付しなければならない交付目論見書と投資家の請求に
より交付しなければならない請求目論見書があります。�

リスクとリターン�
投資によって得られる収益率をリターンといい、その収益率の不確実性をリスクといい
ます。一般的にリスクが高いとリターンは高く、リスクが低いとリターンは低くなります。�

分散投資�
投資家から集めた資金を複数の投資対象（有価証券の種類、地域など）に分散して
投資することにより、リスクを軽減させることをいいます。�

投資信託説明書� 目論見書の別称です。�

ファンドマネージャー� ファンドの運用担当者（金融資産を運用する専門家）のことをいいます。�

ファミリー�

ファンド方式�

株式や債券などの運用を親ファンド（マザーファンド）で行ない、子ファンド（ベビーファ
ンド）である投資信託が、その親ファンドの受益証券に投資を行なう仕組みをいいます。
マザーファンドの損益は、ベビーファンドに帰属します。�

投　資�

投　資�投　資�

マザーファンド�

�

ベビーファンド�ベビーファンド� ベビーファンド�

ポートフォリオ�
株式や債券など、複数の資産や銘柄の組み合わせ、あるいはそうした資産構成をいい
ます。�
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本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 

設定・運用は 

投資信託説明書 
請求目論見書  

2007.12.3

日興アクティブバリュー 
追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）／自動けいぞく投資適用 
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